
不法投棄は犯罪です！

一人一人がマナーを守り、

川や堤防にゴミを捨てない

ようにしましょう。

↑ ごみの分別をする様子

１１月１８日（土）に槻木地域づくり推進協議会が主体となり、地域の環境美化活動の

一環として協議会会員及び地域住民の方々と阿武隈川河川敷の清掃を行いました。

悪質な不法投棄などによるゴミなどがたくさん回収されました。

協議会では平成１９年から毎年、阿武隈川河川敷の清掃活動を行っており、キレイな

河川敷を維持しています。

活動に参加したみなさま、朝早く寒い中、お疲れさまでした。ありがとうございました。

●川や河川敷へのごみの投棄は止めましょう。

●農薬などの薬剤が、川や側溝・雨水管へ流れ出ないよう、十分注意しましょう。

●灯油などの油類を川や側溝・雨水管に流さないようにしましょう。

●カーオイルや洗剤などが雨水管へ流れないよう注意しましょう。

●使用した水（汚水）は排水口（下水）に流しましょう。

●廃食油は固めて燃やすごみで出しましょう。



～学習内容～

柴田小学校発
↓

南部山浄水場（浄水節施設見学）
↓

七ヶ宿ダム（洪水調節施設見学）
↓

阿武隈川河口部（新浜水門見学）
↓

柴田小学校着
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１２月８日（金）に防災教育の一環として、柴田小学校６年

生を対象に『出前講座（ふるさと学習）』が行われました。水

道施設と河川管理施設等（ダム・水門）の概要や役割につい

て学びました。

～ 『出前講座』とは ～

仙台河川国道事務所では、道路や河川の社会資本整備を

通じて地域づくりを進めています。

みなさんに国土交通省の事業に関する情報を提供すると

ともに、みなさんのご意見をいただく場として、『出前講座』を

開設しています。
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